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１． 事業所の概要 

（１）事業所の概要・指定番号及びサービス提供地域 

  【法 人】 

法 人 名 医療法人 鶴友会 

代表者名 古賀 徹 

所 在 地 大分県大分市南鶴崎 2 丁目 6 番 5 号 

連 絡 先 TEL 097-527-2152  FAX 097-521-7595 

  【事業所】 

事業所名 介護保険サービスセンターこが 

事業所番号 4470100167 

開設年 平成 12 年 4 月 1 日指定 

管 理 者 阿南 富貴子 

所 在 地 大分県大分市中鶴崎 2 丁目 4 番 29 号 

連 絡 先 TEL 097-523-5073  FAX 097-523-5079 

サービス提供地域 大分市（地域以外でもご希望の方はご相談ください） 

利用者の人権擁護、虐待の防止等の責任者 古賀 徹 

（２）事業所の職員体制 

管理者 
介護支援専門員 

事務 
常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 

1 名 5 名以上 
 (管理者 ) 

（主任介護支援専門員）  
 0 名 1 名 

（３）サービス提供時間 

平 日 8：30～17：30 

土 曜 日 8：30～12：30 

休 業 日 
土曜日(午後より)・日曜日・祝日 

8 月 13 日～15 日・12 月 29 日～1 月 3 日 

そ の 他 24 時間常時連絡が可能な体制を取っています。 

（４）情報の公表 

 事業所の重要事項等を、書面掲示に加えウェブサイト（情報共有シス 

 テム）に公表します。 

 

 

２． 事業の運営方針 

（１）介護保険サービスセンターこがは、高齢者が要支援・要介護状態に

なった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援します。 

（２）利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選

択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業

者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正・公平・中立な居宅

介護支援を行います。 

1 名  
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３． サービスの内容（契約書 第 4・5・6 条） 

サービスの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用申込  

重要事項説明  

契約の締結 

状況の把握 

利 用者の有している能力 、提供を受けているサービス等、そのおかれている環境等の評

価 を通 じて利 用 者 が現に抱 えている問 題 点 をあきらかにし、利 用 者 が自 立した日 常 生

活を営めるように支援する上で解決すべき課題を把握します。 

居宅サービス計画原案の作成 

利 用 者、家 族の希 望 並びに利用 者 について把 握した課 題に基 づき、当 該 地 域におけ

る指 定 居 宅 サービス事 業 所 を複 数 紹 介 します。利 用 者 及 び家 族 の選 択 に基 づき、サ

ービス利 用の目標 ・ 達 成 時 期 ・ サービスを提 供する上 での留 意 点 を盛 り込 んだ居宅 サ

ービス計画の原案を作成 します。 

サービス担当者との連携・調整 

居宅サービス計画の原案について、利用者及び家族とサービス提供事業所等の担

当者からなる会議の場を設定し、専門的な見地を踏まえて検討します。 

利用者の同意 

指 定居 宅サービス等について、保険 給 付の対象になるか否かを区別したうえで、種 類、

内容、利用料について説明し、利用者及び家族の同意を得たうえで決定するものとしま

す。 

居宅サービスの開始 

経過観察・再評価 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されているか等、定期的に

利用者の状態についての把握と再評価を行います。 

居宅サービス計画の変更 

利用者またはその家族等の意向や利用者の状態の変化等に応じて居宅サー

ビス計画の変更や要介護認定区分変更申請等の提案をします。 
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４． 利用料金（【別紙１】・契約書 第１１条）  

当事業所が提供する居宅介護支援サービスについて、通常の場合、 

介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。  

 

５． 居宅サービス事業者等の紹介 

①利用者及び家族は、複数の居宅サービス事業者等の紹介を求めることが

できます。 

 ②当該事業所をケアプランに位置づける理由を求めることができます。 

  

 

６． 居宅サービス実施状況の把握 

  事業者は、居宅サービス計画に定める居宅サービス等の実施状況の把握

の為に、1ヵ月に最低1回以上は利用者宅を訪問し利用者と面接いたします。

また、状況に応じて電話等による連絡をさせていただく場合があります。 

 

７． 医療との連携 

＜入退院時＞居宅へ戻る準備として医療者等との連携が必要な場合が

あります。以下について協力をお願いいたします。 

①  入院もしくは退院の際は、担当介護支援専門員へ連絡してください。 

②  担当介護支援専門員の名刺（連絡先）を医療保険証、介護保険証、お

薬手帳等と一緒に保管し、入院時等に入院先医療機関等に提示してく

ださい。 

③  医療機関等が行うカンファレンスに利用者及び家族と共に介護支援専

門員が参加し、利用者の情報を共有する場合があります。 

＜通院時＞ 

①  通院時に係る情報連携の観点から、医療機関、利用者及び家族の同意

を得て診察に同席し、医師等と必要な情報共有を行う場合があります。 

 

８． 障害福祉制度の相談支援専門員との連携 

  障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用す 

る場合において、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員が密 

接な連携に努めます。 

 

９． 契約の終了（契約書 第１２条） 

契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満

了日までですが、契約期間満了の 1 か月前までに利用者から契約終了の申

し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様とな

ります。 

契約期間中、以下の事項があった場合は当事業所との契約は終了します。 

 （１）利用者からの申し出 

    事業者に対して、通知する事によりいつでも契約を終了する事がで

きます。この場合、事業者は利用者に対して文書よる通知を求める事
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ができます。 

 （２）事業者からの申し出 

    人員配置等やむを得ない事情により契約を終了させていただく場

合があります。その場合には、終了の 1 か月前までに文書で通知する

とともに、他の居宅支援事業所をご紹介いたします。 

（３）自動終了 

①  利用者が介護保険施設等に入所した場合。 

②  要介護認定区分が自立（非該当）と認定された場合。 

③  入院治療を伴う全身状態の低下が認められ、医学的管理の必要

性が著しく高く、そうした状態が継続した場合。 

④  利用者が現住所から他県へ転居した場合。 

⑤  利用者が亡くなった場合。 

 （４）利用者及びご家族の背信行為 

    利用者やご家族などが当事業者又は介護支援専門員に対して、本契 

約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事 

により、即座に契約を終了させていただく場合があります。 

 

１０． 担当者の交替（契約書 第３条） 

（１）事業者からの介護支援専門員の交替  

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不

利益が生じないよう十分に配慮いたします。 

（２）利用者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援

専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を

明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることが

できます。ただし利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 

 

１１． 記録の保管（契約書 第１０条） 

（１）当事業者の居宅介護支援に係る記録は5年間保持します。 

（２）利用者及び家族に限り、記録の閲覧及び記録の複写物の交付を求め

ることができます。 

（３）利用者が他の居宅支援事業者の利用を希望する場合、そのほか利用

者及び家族からの申し出があった場合には、利用者に対し、直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

１２．個人情報保護について（契約書 第１３条） 

（１）事業者は、利用者及び家族の個人情報の管理について「個人情報の

保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を守って

適切な取り扱いを行います。 
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（２）事業者が知り得た利用者及び家族の個人情報については、原則的に

サービス調整等の目的以外には利用しません。 

（３）外部への情報提供については必要に応じて利用者及び家族またはそ

の代理人の了承を得ます。 

（４）個人情報利用については契約書【別紙２】により同意を得るものと

します。 

 

１３．秘密保持（契約書 第１４条） 

（１）事業者の介護支援専門員及び事業者の使用するものは、サービス提

供をする上で知り得た利用者及び家族に関する秘密を正当な理由な

く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

（２）事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。 

 

１４．緊急時の対応（契約書 第２０条） 

訪問中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速や

かに主治医、または歯科医、家族等に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

１５．事故発生時の対応（契約書 第２１条） 

（１）事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療機関への搬

送等の措置を講じるとともに、速やかに市町村（保険者）、家族等及

び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応等について報告いたし

ます。  

（２）前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

（３）事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき

事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用

者に対してその損害を賠償します。 

（４）事業者は、自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を

負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償

責任を免れます。 

①  利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につ

いて故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことに専ら起因

して損害が生じた場合。 

②  利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確

認に対して故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことに専

ら起因して損害が生じた場合。 

③  利用者が急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因と

しない事由に専ら起因して損害が発生した場合。 

④  利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行

った行為に専ら起因して損害が発生した場合。 
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１６．損害賠償（契約書 第２２条） 

事業者は、居宅介護支援の提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由

により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、その損害を賠

償します。また、賠償の内容について利用者、または家族の希望に応じ、

閲覧できるものとします。 

 

１７．苦情・相談対応窓口（契約書 第１６条） 

  サービスに関する苦情や相談については、次の窓口で対応致します。 

 （苦情・相談窓口） 

担 当 者 阿南 富貴子 

電話番号 097-523-5073 

受付時間 午前8:30～午後17:30 

 

 （併設機関苦情担当） 

機 関 介護老人保健施設 メディトピアこが 

担 当 者 末宗 徳久 

電話番号 097-521-6151 

受付時間 午前8:30～午後17:30 

 

（公的機関） 

大分市長寿福祉課 
大分市荷揚町2番31号 大分市役所第2庁舎2階

097-534-6111 

大分県高齢者福祉課 
大分県大分市大手町3丁目1番1号 

097-536-1111 

大分県国民健康保険 

団体連合会 

大分県大分市大手町2丁目3番12号 

国保連合会苦情処理専用電話 097-534-8475 

 

１８．虐待防止について（契約書 第１７条） 

  事業者は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、

以下の措置を講じます。 

（１）虐待の防止のため対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用

可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知

を図ります。 

（２）虐待の防止の為の指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）上記措置を適切に実施する為担当者を配置します。 

虐待防止に関する責任者     阿南 富貴子 

 （５）当該事業所従業者または養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報します。 
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１９．成年後見制度の利用の支援（契約書 第１７条） 

  （１）事業者は、利用者が必要に応じ成年後見制度の利用方法や関係機関の

紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。 

  （２）成年後見制度に関する相談機関 

成年後見センター 

〒870-0839 

大分市金池南1丁目5番1号 J:COMホルトホール大分3階 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 

TEL:097-547-7774 

 

２０.身体拘束に関して （契約書 第２３条） 

  （１）利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。 

  （２）身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 

２１．ハラスメントの防止 （契約書 第２４条） 

  事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境

が築けるようにハラスメントの防止に向けて取り組みます。 

（１）事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要

かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為。 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたり 

 する行為。 

③ 意に添わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ 

   行為。 

④ 本人の許可なく写真や動画の撮影、または録音等をインターネット・ 

ＳＮＳ等に掲載する行為。 

      上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が

対象になります。 

 （２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発

防止会議等により、同時案が発生しないための再発防止策を検討しま

す。 

 （３）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施

します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメン

ト発生状況の把握に努めます。 

 （４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

２２．感染症対策について （契約書 第２５条） 

   事業所において、感染症が発生し、またはまん延しないように次にあげる措置

を講じます。 

（１）  介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を



9/9 

行います。 

（２）  事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）  事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員

会を概ね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底します。 

（４）  事業所における感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備してい

ます。 

（５）  従業者に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

２３．業務継続に向けた取り組みについて （契約書 第２６条） 

   （１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従っ

て必要な措置を講じます。 

   （２） 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。 

   （３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画を

変更します。 

     

２４．その他 協議事項（契約書 第２９条） 

この重要事項に定めの無い事項については、介護保険法等その他諸法令

の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議の上、定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


